
第51回
定時株主総会
招集ご通知

場　所

日　時

2023年６月23日（金曜日）午前10時
（受付開始は午前９時）

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件

大阪市中央区本町橋２番８号

大阪商工会議所　４階　401号会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照下さい。）

証券コード：4690
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証券コード 4690
2023年６月２日

（電子提供措置の開始日2023年５月31日）
株 主 各 位

大阪市北区芝田２丁目８番11号
日本パレットプール株式会社
代表取締役社長 植 松 満

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催致しますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第51回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.npp-web.co.jp/company/investors/general-meeting.html

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記の
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コ
ードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認下さいますよう
お願い申し上げます。
東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数
ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討下さいまして、2023年６月22日
（木曜日）午後５時15分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１.日 時 2023年６月23日（金曜日）午前10時（受付開始は午前９時）
２.場 所 大阪市中央区本町橋２番８号

大阪商工会議所 ４階 401号会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照下さい。）

３.目的事項 報告事項 第51期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げ
ます。なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。
また、新型コロナウイルス感染症が収束しておりませんので、株主総会にご出席される株主様は、株主総会開

催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめの上、ご来場賜りますようお願い申し上げます。また、株主総
会会場において、マスク着用、検温、消毒等の感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力下さ
いますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使
下さいますようお願い申し上げます。

株主総会への出席
当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い
申し上げます。
※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。
なお、この場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承下さい。

株主総会開催日時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株
主名簿管理人に到着するようご返送下さい。

行使期限 2023年6月22日（木曜日）午後5時15分到着分まで

インターネットによる議決権行使
インターネットにより議決権を行使される場合には、４ページの「インターネットによる
議決権行使のご案内」をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力して下さい。

行使期限 2023年6月22日（木曜日）午後5時15分入力完了分まで

※議決権行使書面と電磁的方法（インターネット）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（イ
ンターネット）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。

※議決権を同一方法により重複して行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
なお、書面又は電磁的方法（インターネット）により株主総会前日までに議決権を行使された株主が株主総会
当日ご出席された場合には、前日までの議決権行使ではなく株主総会当日になされた議決権行使を有効なもの
として取り扱います。

※書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
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議決権行使に関するパソコン等の
操作方法がご不明な場合
その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。

三井住友信託銀行証券代行部
0120-782-031（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
0120-652-031（受付時間 午前9時から午後9時まで）

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読取って下さい。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使ウェブサイトにアクセスして下さい。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力下さい。

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を
ご入力下さい。

｢スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

「次へすすむ」を
クリック

「登録」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定して下さい。

「初期パスワード」
 を入力

「ログイン」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

インターネットによる議決権行使について

※通信料金などが必要となる場合があり、これらの料金は株主さまのご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

見本

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。
1 1

2

3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい4

2

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
パソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、パソコン向けサイト
　へ遷移できます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりと致したいと存じます。
期末配当に関する事項
第51期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案

致しまして、以下のとおりと致したいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭と致します。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円と致したいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、67,315,800円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日と致したいと存じます。
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（10名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 １

はま しま かず とし

浜島和利（1962年6月28日生） 新 任

所有する当社株式の数
0百株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1986年４月 日本通運株式会社 入社
2011年６月 同社 総務・労働部専任部長
2014年２月 同社 東京支店部長
2015年 5 月 同社 京都支店長
2018年 5 月 同社 執行役員
2021年 4 月 同社 常務執行役員 北海道・東北ブロック地域総括兼仙台支店長
2023年 1 月 同社 社長付
2023年６月 当社 顧問（現任）

取締役候補者とした理由
日本通運株式会社入社後、要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当該経験と見識をも
とにした提言や意見表明が、当社の企業価値向上に資することを期待し、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ２

ど い こ う じ

土井広治（1961年５月６日生） 再 任

所有する当社株式の数
17百株
取締役会出席率
100％（12回／12回）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1984年４月 株式会社第一勧業銀行 入行
2006年７月 株式会社みずほ銀行 小田原支店長
2008年４月 同行 堂島支店長
2011年４月 日本貨物鉄道株式会社 関東支社副支社長
2012年６月 同社 新潟支店長
2014年６月 同社 鉄道ロジスティクス本部営業統括部環境事業部担当部長
2016年６月 同社 関西支社副支社長
2017年６月 同社 東北支社長
2019年６月 同社 執行役員関西支社長
2021年６月 当社 代表取締役副社長 ＤＸ推進本部長（業務部・フクＬＯＷ推進部・

ＩＴ推進部担当）
2022年６月 当社 代表取締役副社長 ＤＸ推進本部長（業務部・ＩＴ推進部担当）（現任）

取締役候補者とした理由
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行後、同行及び日本貨物鉄道株式会社において要職を歴任し、経営者として
の豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社入社以来、代表取締役として、ＤＸ経営やＥＳＧ経営を推進しているこ
とから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ３

やま にし たかし

山西 孝（1960年6月10日生） 再 任

所有する当社株式の数
16百株
取締役会出席率
100％（12回／12回）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1983年４月 日本通運株式会社 入社
2008年11月 日通大阪物流株式会社 代表取締役社長
2010年６月 パナソニック電工物流株式会社 総務部部長
2013年２月 日本通運株式会社 大阪支店調査役
2017年１月 同社 大阪支店部長
2019年５月 当社 総務部長兼経営企画部長
2019年６月 当社 取締役 総務部長兼経営企画部長（管理部門総括）
2019年８月 当社 取締役 総務部長（管理部門総括）
2021年６月 当社 取締役 経営推進本部長（総務部・財務部担当）兼経営企画部長（現任）

取締役候補者とした理由
日本通運株式会社入社後、要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、当社入社以来、総務
部長や経営推進本部長を務めるなど、総務・財務・経営企画に関する幅広い知見を有しております。当該知見をもとにした提言や
意見表明が、当社の企業価値向上に資することを期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ４

よ し だ よ し の り

吉田昌功（1952年３月27日生） 再 任

所有する当社株式の数
16百株
取締役会出席率
100％（12回／12回）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年４月 近畿日本鉄道株式会社 入社
2006年６月 同社 執行役員
2009年６月 同社 常務取締役
2011年５月 株式会社近鉄百貨店 取締役
2011年６月 近畿日本鉄道株式会社 常務取締役 退任
2011年７月 株式会社近鉄百貨店 取締役副社長執行役員
2013年６月 近畿日本鉄道株式会社 取締役副社長
2015年４月 近鉄グループホールディングス株式会社（「近畿日本鉄道株式会社」から商号変更）

取締役社長
2017年６月 当社 社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
近鉄不動産株式会社 代表取締役会長
近鉄グループホールディングス株式会社 顧問
テレビ大阪株式会社 取締役
大阪商工会議所 副会頭

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
近鉄グループホールディングス株式会社において取締役社長を経験し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておりま
す。引き続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるも
のと判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ５

な が た こ う い ち

永田浩一（1957年４月13日生） 再 任

所有する当社株式の数
0百株
取締役会出席率
100％（12回／12回）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1982年４月 新日本製鐵株式会社 入社
1993年４月 同社 棒線販売部棒鋼室掛長
1995年６月 日本貨物鉄道株式会社 人事部人事課副長
2005年６月 同社 人事部長
2008年６月 同社 東北支社副支社長
2009年６月 同社 事業開発本部グループ戦略部長
2012年６月 同社 執行役員事業開発本部グループ戦略部長
2013年６月 同社 執行役員東北支社長
2015年６月 同社 取締役兼執行役員関西支社長
2016年６月 当社 社外取締役
2017年６月 日本貨物鉄道株式会社 取締役兼執行役員経営統括本部長
2018年６月 同社 取締役兼常務執行役員経営統括本部長
2020年６月 当社 社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
全国通運株式会社 代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
日本貨物鉄道株式会社入社後、要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。引き続き同氏の社外取
締役としての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任をお願い
するものであります。
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候補者
番 号 ６

わ け そう いち ろう

和氣総一朗（1964年8月30日生） 新 任

所有する当社株式の数
0百株

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1990年４月 日本貨物鉄道株式会社 入社
2011年６月 同社 総合企画本部投資計画室副室長
2012年６月 同社 総合企画本部経営企画部副部長
2013年６月 同社 関西支社副支社長
2016年 6 月 同社 鉄道ロジスティクス本部営業統括部営業部長
2019年６月 同社 出向・日本フレートライナー株式会社代表取締役社長
2021年６月 同社 執行役員鉄道ロジスティクス本部営業部長
2022年６月 同社 執行役員鉄道ロジスティクス本部副本部長、営業部長（コンテナ部、海外事業

部、総合物流部担当）（現任）

（重要な兼職の状況）
日本貨物鉄道株式会社 執行役員鉄道ロジスティクス本部副本部長、営業部長（コンテナ部、海外事
業部、総合物流部担当）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
日本貨物鉄道株式会社入社後、要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の社外取締役とし
ての提言や意見表明により、当社の企業価値・コーポレートガバナンスの向上が期待できるものと判断し、選任をお願いするもの
であります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．吉田昌功氏、永田浩一氏及び和氣総一朗氏は、社外取締役候補者であります。
３．吉田昌功氏及び永田浩一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
４．吉田昌功氏及び永田浩一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期

間は、本定時株主総会終結の時をもって、それぞれ６年及び３年となります。
５．社外取締役との責任限定契約について

当社は、吉田昌功氏及び永田浩一氏との間で、定款に基づき、賠償責任を限定する契約を締結して
おります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としており、本定時株主総
会において、吉田昌功氏、永田浩一氏及び和氣総一朗氏の選任が承認可決された場合、本契約を締
結する予定であります。

６．当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
2023年７月に同契約を更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が負担することになる、
第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する訴訟費用及び損害賠償金を補填すること
としております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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【ご参考】本定時株主総会後の取締役・監査役（予定）のスキル・マトリックス
当社は、当社取締役会がその役割・責務を適切に果たすために、当社の経営理念、ビジョン及び経営計画等に

照らして、各取締役に対して、以下の分野における知識・経験を活かした能力（＝スキル）の発揮を特に期待し
ており、取締役会全体として必要なスキルが備わっているものと考えています。

当社が特にスキルの発揮を期待している分野
● 当社の経営理念をベースとした経営戦略・経営管理・事業戦略等の「企業経営」
● 当社の経営活動・事業活動に係る意思決定のベースとなる「財務、会計、資本戦略」及び「法務、コンプラ
イアンス」

● 当社を持続的に発展させていくための「営業、マーケティング」
● 当社の競争力を強化する上で重要な経営基盤の一つとなる「ＤＸ、ＩＴ」
● ステークホルダーの利益を最大化し、持続的な利益成長と長期的な企業価値向上を図る上で、当社の企業活
動の根幹にある「コーポレートガバナンス」

また、監査役においても、取締役の職務執行を監査する監査役の役割・責務に照らして、「財務、会計、資本
戦略」、「法務、コンプライアンス」、「コーポレートガバナンス」におけるスキルの発揮を特に期待しており、監
査役会全体として必要なスキルが備わっているものと考えています。

氏 名 地位 企業経営
財務、
会計、

資本政策

法務、
コンプラ
イアンス

営業、
マーケテ
ィング

ＤＸ、
ＩＴ

コーポレ
ートガバ
ナンス

浜島和利 代表取締役社長
社長執行役員 ● ● ● ● ●

土井広治 代表取締役副社長
副社長執行役員 ● ● ● ● ●

山西 孝 取締役
常務執行役員 ● ● ●

吉田昌功 社外取締役 ● ● ● ●

永田浩一 社外取締役 ● ● ● ●

和氣総一朗 社外取締役 ● ● ● ●

吉田 豊 常勤監査役
社外監査役 ● ● ●

澁澤 洋 社外監査役 ● ● ●

増田義明 社外監査役 ● ● ●

以上
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第51期 事業報告
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．株式会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症による社会活動の制限が緩和
され、正常化に向けて動き始めましたが、一方で、ウクライナ情勢等を受けた資源価格の高
騰や急速に進んだ円安の影響等により、先行き不透明な状況が続いております。
このような経営環境の中で、物流の2024年問題への対応に向けて、従来のバラ積み・バ

ラ降ろしから「パレット化」で荷役時間を削減しようとする動きが荷主企業において高まり
つつあることを背景に、パレットのレンタル需要が年間を通じて好調であったことから、当
事業年度のレンタル売上高合計は前期比３億54百万円（5.4％）増の68億95百万円となり
ました。販売売上は前年度実績を下回りましたが、当事業年度の売上高総額は前期比２億99
百万円（4.2％）増の73億94百万円となりました。
費用面につきましては、パレット等のレンタル稼働率の向上とともに、現有貸与資産の有

効活用や運用面での効率化を徹底したことにより、保管料、修理費及び運送費が減少しまし
た。これに当事業年度から実施した木製パレットの耐用年数の変更による影響も加わり、営
業費用は前期比２億24百万円（3.4％）減の64億10百万円となりました。
この結果、営業利益は９億84百万円（前期比114.0％増）、経常利益は11億17百万円（前

期比72.4％増）となりました。当期純利益につきましては、過年度に減損損失を計上した資
産の譲渡に伴う税金費用の減少があったため、８億33百万円（前期比205.4％増）となりま
した。

2023年05月19日 16時45分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



14

売上高明細書
単位：千円・％

種 類 別
前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 対 前 年 比
金額 構成比 金額 構成比 金額 比率

賃貸
レンタル

パレット 5,934,356 83.6 6,184,094 83.6 249,738 4.2
その他物流機器 606,326 8.5 710,951 9.6 104,625 17.3
計 6,540,682 92.2 6,895,046 93.2 354,364 5.4

販売

割 賦 14,109 0.2 630 0.0 △13,479 △95.5
商 品 231,706 3.3 173,343 2.4 △58,362 △25.2
再製品 129,201 1.8 125,452 1.7 △3,749 △2.9
計 375,017 5.3 299,426 4.1 △75,591 △20.2

利用運送収入 154,157 2.2 173,036 2.3 18,879 12.2
付帯事業収入 24,741 0.3 26,694 0.4 1,952 7.9
合 計 7,094,599 100.0 7,394,204 100.0 299,605 4.2

（2）設備投資及び資金調達の状況
当期においては、現有資産の有効活用を優先する一方、主に11型・14型の木製パレット、

プラスチック製パレットを計画的に投入致しました。投資総額は39億５百万円であり、こ
れらに要した資金は自己資金及び借入金により賄いました。
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（3）対処すべき課題
当社は、2022年５月に創立50周年という節目の年を迎え、10年後のありたい姿として

長期ビジョンを描くとともに、新経営計画を2022年４月よりスタートさせました。
お客様の物流効率化への要請やドライバー不足（2024年問題）などの課題にお応えすべ

く、ソリューションビジネスを展開するとともに、環境経営をはじめとするＥＳＧ経営にも
積極的に取り組み、お客様や社会に貢献できる企業を目指してまいります。

「経営３カ年計画2024」
” NEW CHALLENGES WITH CLIENTS ” ～新たな挑戦 お客様とともに～
【重点施策】
① コア事業の拡大と新規事業の展開

お客様ニーズに沿ったサービスの提供や物流機器類の商品ラインナップの拡充を図る
とともに、「フクＬＯＷ」付パレットの導入など新商品・サービスの拡販に取り組みま
す。また、アライアンスによる新規事業への進出も検討してまいります。

② 事業運営体制の強化
全国200カ所のデポの適正配置や、輸配送・回収業務の共同化、モーダルシフトの積

極的展開などによる効率性向上を図ります。また、「フクＬＯＷ」システムの展開やＲ
ＰＡの推進、受発注・回収システムの導入やＤＸの推進にも取り組んでまいります。

③ ＥＳＧ経営への取り組み
内部統制機能の強化とコンプライアンスの徹底に取り組むとともに、環境保全活動や

社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。
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（4）財産及び損益の状況の推移

区 分 2019年度
（第 48 期）

2020年度
（第 49 期）

2021年度
（第 50 期）

2022年度
（第 51 期）

売 上 高（千円） 7,016,540 6,962,449 7,094,599 7,394,204
経 常 利 益（千円） 667,849 740,660 647,998 1,117,212
当 期 純 利 益（千円） 435,819 452,913 272,848 833,290
１株当たり当期純利益 258円95銭 269円12銭 162円12銭 495円15銭
総 資 産（千円） 10,338,983 10,235,588 10,361,739 12,102,170
純 資 産（千円） 4,475,353 4,911,300 5,063,784 5,836,871
（注１）当社は、2021年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、2019年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり当期純利益」を算定しておりま
す。

（注２）「収益認識に関する会計基準」（改正企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関す
る会計基準の適用指針」（改正企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）の適用に伴い、「財産
及び損益の状況」に記載されている2021年度及び2022年度の数値は、当該会計基準等を適用した後の
数値となります。

（5）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（6）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
事 業 主 要 商 品 そ の 他

パレット及び
機器レンタル事業

11型・14型を中心とした木製又はプラスチック製のパレットレンタル及
びネステナー・サポーター・ロールボックス・折りたたみコンテナ等の機
器レンタル

一貫パレチゼーション 一貫パレチゼーションの推進に関する事業
リース及び販売事業 輸送関連商品の割賦販売・商品販売・再製品販売及びリース
自動車運送事業 貨物利用運送事業
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（7）主要な営業所（支店）及び拠点（2023年３月31日現在）
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 大 阪 府 大 阪 市 岡 山 支 店 岡 山 県 岡 山 市
北 海 道 支 店 北 海 道 札 幌 市 広 島 支 店 広 島 県 広 島 市
東 北 支 店 宮 城 県 仙 台 市 四 国 支 店 香 川 県 高 松 市
新 潟 支 店 新 潟 県 新 潟 市 福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市
北 関 東 支 店 栃木県宇都宮市 南 九 州 支 店 宮 崎 県 延 岡 市
茨 城 サ テ ラ イ ト 茨 城 県 土 浦 市 仙台サービスセンター 宮 城 県 黒 川 郡
埼 玉 支 店 埼 玉 県 深 谷 市 古 河 デ ポ 茨 城 県 古 河 市
関 東 支 店 東 京 都 中 央 区 熊 谷 デ ポ 埼 玉 県 深 谷 市
静 岡 支 店 静 岡 県 静 岡 市 大 阪 東 部 デ ポ 大 阪 府 守 口 市
中 部 支 店 愛知県名古屋市 泉 大 津 デ ポ 大阪府泉大津市
北 陸 支 店 石 川 県 金 沢 市 新 加 古 川 デ ポ 兵庫県加古川市
関 西 支 店 大 阪 府 大 阪 市 水島サービスセンター 岡 山 県 倉 敷 市

（8）使用人の状況（2023年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

98名 ４名増 53.8歳 6.1年
（注）使用人数は就業員数で記載しており、使用人兼務役員３名及び受入出向社員35名が含まれております。

（9）主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 990,000千円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 770,000千円
株 式 会 社 南 都 銀 行 550,160千円
株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 355,000千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 265,000千円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 240,000千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 220,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 164,970千円
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２．株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 6,000,000株
（2）発行済株式の総数 1,700,000株（自己株式17,105株を含む）
（3）株主数 812名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 194,200株 11.54%
NIPPON EXPRESS ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 180,000株 10.70%
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 84,000株 4.99%
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 62,500株 3.71%
株 式 会 社 南 都 銀 行 60,000株 3.57%
岡 三 証 券 株 式 会 社 44,600株 2.65%
泉 北 高 速 鉄 道 株 式 会 社 40,000株 2.38%
株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口） 40,000株 2.38%
株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 40,000株 2.38%
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口 ４） 40,000株 2.38%
（注）持株比率は自己株式（17,105株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2023年３月31日現在）

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況
植 松 満 代表取締役社長

土 井 広 治 代表取締役副社長 ＤＸ推進本部長（業務部・ Ｉ
Ｔ推進部担当）

杉 山 準 常務取締役 営業推進本部長兼西日本ブロック統
括

牛 島 浩 彰 取締役 営業推進本部副本部長兼東日本ブロック
統括 関東支店長

山 西 孝 取締役 経営推進本部長（総務部・財務部担当）
兼経営企画部長

中 内 健 司 取締役 中日本ブロック統括 中部支店長

原 田 和 典 取締役 ＤＸ推進本部副本部長（業務部・ＩＴ推
進部担当）

吉 田 昌 功 取締役 （注）４参照
永 田 浩 一 取締役 （注）４参照
佐々木 康 真 取締役 （注）４参照
吉 田 豊 常勤監査役 （注）４参照
澁 澤 洋 監査役 （注）４参照
増 田 義 明 監査役 （注）４参照

（注）１．取締役 吉田昌功氏、永田浩一氏及び佐々木康真氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。

２．監査役 吉田 豊氏、澁澤 洋氏及び増田義明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ
ります。

３．取締役 吉田昌功氏、永田浩一氏及び監査役 吉田 豊氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

４．社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況につきましては、後記「（４）社外役員に関する事
項」に記載のとおりであります。

５．監査役 澁澤 洋氏及び増田義明氏は金融機関で要職を歴任しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

６．社外取締役及び社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外取締役の吉田昌功氏、永田浩一氏及び佐々木康真氏並びに社外監査役の吉田 豊氏、
澁澤 洋氏及び増田義明氏との間で、定款に基づき、賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としております。
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７．当事業年度中における監査役の異動は、次のとおりであります。
新任（2022年6月24日付）
増田義明

退任（2022年6月24日付）
内藤 明

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員

等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担してお
ります。
当該保険契約の内容は、被保険者が株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合にお

いて、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用を補填するものであります。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険
者における故意又は犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支給の対象外として
おります。
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（3）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

10名
（3名）

78,189千円
（6,228千円）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

4名
（4名）

12,792千円
（12,792千円）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

14名
（7名）

90,981千円
（19,020千円）

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2006年（平成18年）６月27日開催の第34回定時株主総会において、「取締役の報酬額を

年額１億80百万円以内」、「監査役の報酬額を年額24百万円以内」として承認いただいてお
ります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名（うち、社外取締役は４名）、監
査役の員数は３名であります。
当社の取締役報酬額の決定方針については、社内取締役についての報酬は、固定報酬及び

業績等を踏まえた成果報酬としており、明確なインセンティブ付けによる制度は導入してお
りません。今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの導入について、検討してい
きます。また、社外取締役の報酬については固定報酬のみとしています。当該決定方針は、
取締役会で決定しております。
個人別の支給額については、取締役会の中で「株主総会で承認された役員報酬限度額の範

囲内」において、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しておりま
す。また、取締役の個人別の支給額については、内容を決定するにあたり、事前に指名・報
酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は
基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の支給額の内容は決定方針に沿うものである
と判断しております。
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（4）社外役員に関する事項

① 社外取締役（非常勤） 吉田 昌功 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

近鉄不動産株式会社 代表取締役会長
近鉄グループホールディングス株式会社 顧問
テレビ大阪株式会社 取締役
大阪商工会議所 副会頭
上記の会社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況及び期待される役割に対して行った行為の概要
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、出席した取締役会においては、

独立社外取締役として、毎回決議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

② 社外取締役（非常勤） 永田 浩一 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

全国通運株式会社 代表取締役社長
同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況及び期待される役割に対して行った行為の概要
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、出席した取締役会においては、

独立社外取締役として、毎回決議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
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③ 社外取締役（非常勤） 佐々木 康真 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

日本貨物鉄道株式会社 関西支社副支社長営業部長
同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況及び期待される役割に対して行った行為の概要
当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席し、出席した取締役会にお

いては、社外取締役として、毎回決議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

④ 社外監査役（常勤） 吉田 豊 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況
（ⅰ）取締役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、社外監査役として、毎回決
議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。

（ⅱ）監査役会への出席状況及び発言状況
当事業年度に開催された監査役会11回全てに出席し、社外監査役として行った監

査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応
じ社外の立場から意見を述べております。
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⑤ 社外監査役（非常勤） 澁澤 洋 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

泉北高速鉄道株式会社 代表取締役常務
同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況
（ⅰ）取締役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、社外監査役として、毎回決
議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。

（ⅱ）監査役会への出席状況及び発言状況
当事業年度に開催された監査役会11回全てに出席し、社外監査役として行った監

査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応
じ社外の立場から意見を述べております。

⑥ 社外監査役（非常勤） 増田 義明 氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況
（ⅰ）取締役会への出席状況及び発言状況

2022年６月24日就任以降に開催された取締役会10回全てに出席し、社外監査役
として、毎回決議事項や報告事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

（ⅱ）監査役会への出席状況及び発言状況
2022年６月24日就任以降に開催された監査役会９回全てに出席し、社外監査役

として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとと
もに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称 仰星監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 2022年度
（第51期）

監査証明業務に基づく報酬（注） 21,000千円

非監査業務に基づく報酬 ― 千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 21,000千円

（注）当社が仰星監査法人と締結した監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額
と金融商品取引法の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、また、実質的に区分もできな
いためこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の報酬額の同意
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取

を通じて、会計監査人の監査計画、報酬見積り、職務執行状況などを検討し、会社法第
399条第１項に定める同意を行っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、

監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その
他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の
内容を決定致します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
監査役会が選定した監査役は、解任又は不再任決定後最初に招集される株主総会におい

て、会計監査人を解任又は不再任した旨とその理由を説明致します。
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６．業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の適正を確保するための体制整備に関しまして、2006年５月26日開催の取締

役会において内部統制システム基本方針の制定を決議しました。その後、2015年５月１日施
行の改正会社法及び同施行規則に対応するため、同年６月25日の取締役会決議により基本方
針の一部を改定しています。また、2023年２月24日開催の取締役会において、より法の主旨
に則した内容とするため、内部統制システム基本方針を廃止し、内部統制システム基本規則を
新たに制定しました。
現在の内部統制システム基本規則は以下のとおりであります。

当社は、内部統制システムに関する基本規則を以下のとおり定め、その方針に沿って内部統
制システムを構築、運用しています。

【内部統制システムの整備に関する基本方針】
日本パレットプール株式会社における「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務
省令で定める体制（いわゆる、内部統制システム）の整備」について、会社法第362条第４項
第６号（業務の適正を確保するための体制の整備の決定）並びに会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に基づき、下記のとおり基本規則を定める。

Ⅰ．「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
（１）取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、「取締役会規則」の定め

るところに従い、全体に影響を及ぼす重要事項を決定するとともに、業務執行を監督す
る。取締役の職務の執行に関する監督機能の維持・強化のために社外取締役を選任する。

（２）代表取締役をはじめ各取締役は、「取締役会規則」の定めるところに従い、職務の執行
状況のほか重要な事項について、取締役会に報告する。

（３）監査役は、監査役の職務の執行が、法令及び定款等に基づき適正に行われているかにつ
いて、「監査役会規則」の定めるところに従い監査を行う。

（４）取締役及び従業員（以下、「役職員」という。）は、「企業理念」、法令、定款、その他の
社内規則及び社会通念などを順守した行動をとるための規範としての「行動憲章」に沿っ
て行動し、これに基づき業務執行する。

（５）役職員のコンプライアンスを徹底するため、「ＣＳＲ規程」に定めるところにより「ＣＳ
Ｒ委員会」を設置し、適法かつ公正な企業活動を支えるコンプライアンス体制を推進する。
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（６）役職員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは
早期に発見して是正するため、「内部通報規程」を定める。

（７）内部監査部門は、役職員の職務の執行が、法令、定款等に基づき適正に行われているか
について、「内部監査規程」の定めるところに従い監査を行う。

Ⅱ．「反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備の状況」
（１）当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の

社会的責務であることを十分に認識し、社会的正義を実践すべく、毅然とした態度で臨
む。

（２）反社会的勢力とあらゆる関係を遮断する基本方針は、「行動憲章」、「ＣＳＲ規程」に明
文化し、役職員がその基本方針を順守するよう教育体制を構築する。

（３）リスク管理や法務等の対応部門（総務部）を設け、平素から、専門機関等からの情報収
集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応方法等の周知を図る。
事案の発生時に備え、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない確固たる方針のもと、
関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と密に連携し、速やかに対処できる体
制を構築する。

Ⅲ．「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
取締役会議事録、経営会議議事録等の業務執行に関わる重要な書類及び取締役の職務の執行

に係る文書、その他の情報（電磁的記録を含む。）については、「文書管理規程」の定めるとこ
ろに従い、適正に保存及び廃棄等の管理を行うとともに、取締役、監査役は必要に際し、これ
らの書類を閲覧することができる。

Ⅳ．「損失の危険の管理に関する規程、その他の体制」
（１）企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速か

つ的確な対応を可能とするリスクマネジメント体制の確立のため、リスク統括部門（総務
部）を定める。また、リスク発生の抑制及び発現時の被害最小化に向けた予防的活動をリ
スク管理、発現したリスクへの対処を危機管理と定義し、これらを統合的に管理する体制
を整備する。
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（２）リスク管理については、当社を取り巻くリスクを認識し、その影響を事前に回避もしく
は事後に最小化する対策を講じるために、「災害・危機管理規程」を定めるとともに「災
害・危機管理委員会」を設置する。「災害・危機管理委員会」では、企業経営に重要な影
響を及ぼすリスクを特定するとともに、各リスクにおける担当部門を定め、対策を検討
し、リスク発現の予防に取り組む。リスク対策の状況について、担当部門から報告を受け
確認するとともに、定期的に取締役会へ報告する。

（３）危機管理については、損失のリスクが発現した場合に備え、非常事態への迅速かつ的確
な対応を可能とする危機管理体制の確立のため、「災害・危機管理規程」を定めるととも
に、「災害・危機管理委員会」を設置する。発現する危機の種類により、報告基準を定め
るとともに、「災害対策」、「感染症対策」など、重要な危機ごとの会議体を設置し、平時
においても有事発生時の事業継承に必要な対策を検討するとともに、発生時には速やかに
対策本部を設立し、対応する。

（４）情報システムに関わるリスクについては、情報セキュリティ部門（ＩＴ推進部）を定め
るとともに、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報セキュリティリスクに対する
対策を協議する。セキュリティインシデントが発現した場合は、「災害・危機管理委員会」
と連携の上、その対応にあたる。

（５）内部監査部門は、経営上発生する損失の危険を防止するため、「内部監査規程」の定め
るところに従い、リスク管理体制及び危機管理体制の対応状況について監査するととも
に、指導、助言、勧告を行う。

Ⅴ．「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
（１）取締役会は、「取締役会規則」の定めるところに従い開催し、重要な業務執行について

決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。
（２）業務執行については、経営会議を設置し、経営における重要な事項を協議する。

Ⅵ．「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項」
監査役の職務の補助に関する事項については、監査役の指示に従い、内部監査部門である監

査部の「監査役スタッフ」が行う。

2023年05月19日 16時45分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



29

Ⅶ．「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」
「監査役スタッフ」の人事については、監査役会の同意を得る。

Ⅷ．「取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、並びに当該報告をした者が、当該報
告を理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制」

（１）取締役等は、以下の事項について、直接又は管理業務を担当する部門（総務部）を通じ
て延滞なく監査役に報告する。

① 経営上の重要な事項、内部監査の実施状況
② 職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実
③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

（２）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、又は発生するおそれが
あるときは、監査役に報告するものとしている。監査役へ報告をした取締役及び使用人に
対し、監査役へ報告したことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。

Ⅸ．「監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
（１）各監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役は重要な意思決定の過程及び業

務の執行状況を把握するため、経営会議、その他会社の重要な会議に出席する。また、当
該会議に出席しない場合には、監査役は、審議事項についての説明を受け、関係書類を閲
覧する。

（２）監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針、会社が対処すべ
き課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題
等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努める。

（３）監査役は、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて
取締役又は従業員に対し、その説明を求めるとともに意見を述べる。

（４）監査役は、監査部及び会計監査人との連携を図り、監査の有効性を向上させる。
（５）監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタ

ント、その他外部の専門家を活用することができ、その費用は会社が負担する。
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Ⅹ．「監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係

る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理する。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は上記に掲げた業務の適正を確保するための基本的な体制を整備済みでありますが、内

部統制手続きに関しましては、組織や業務の変化、変更を評価して見直しを適時適切に行い、
適正な運用を図っております。当事業年度における取り組みは以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は12回開催し毎回複数名の社外取締役、社外監査

役が出席致しております。その他、監査役会は11回、経営会議は25回、内部統制システ
ム推進委員会は５回、ＣＳＲ委員会は２回それぞれ開催致しております。内部統制システ
ム推進委員会においては、内部統制システムの整備状況を確認し、また、監査部を中心に
その運用状況を点検し、その結果を取締役会に報告しております。ＣＳＲ委員会において
は、全従業員（常勤役員含む）を対象に第６回コンプライアンス・アンケートを実施し、
従業員のコンプライアンスに対する意識度合いを把握するとともに、社内に３つのワーキ
ンググループを設け、環境経営、社会貢献、職場環境をテーマに活動し、ＣＳＲ経営の実
践に取り組みました。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取締役
社長及び他の取締役と意思疎通を図るほか、監査部、会計監査人との間で意見交換、情報
交換等の連携を図っております。

③ 監査部は、監査計画に基づき当社各部門、支店の業務監査、会計監査並びに内部統制監
査を実施致しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,979,860 流 動 負 債 3,767,254

現 金 及 び 預 金 897,486 買 掛 金 801,123
受 取 手 形 20,198 短 期 借 入 金 1,030,000
レ ン タ ル 未 収 金 782,060 １年内返済予定の長期借入金 886,736
売 掛 金 78,389 未 払 金 620,530
貯 蔵 品 7,774 未 払 法 人 税 等 243,733
前 払 費 用 21,152 契 約 負 債 142,093
未 収 入 金 46,615 預 り 金 1,429
そ の 他 128,906 賞 与 引 当 金 41,607
貸 倒 引 当 金 △2,722 固 定 負 債 2,498,044

固 定 資 産 10,122,309 長 期 借 入 金 1,638,394
有 形 固 定 資 産 9,551,762 長 期 未 払 金 783,756
貸 与 資 産 8,813,766 退 職 給 付 引 当 金 18,342
社 用 資 産 737,995 資 産 除 去 債 務 57,551
建 物 114,597
構 築 物 8,811
機 械 及 び 装 置 59,809
車 両 及 び 運 搬 具 969 負 債 合 計 6,265,299
工 具 器 具 及 び 備 品 27,312 純 資 産 の 部
土 地 303,805 株 主 資 本 5,774,135
建 設 仮 勘 定 222,690 資 本 金 767,955
無 形 固 定 資 産 168,776 資 本 剰 余 金 486,455
ソ フ ト ウ ェ ア 165,046 資 本 準 備 金 486,455
そ の 他 3,729 利 益 剰 余 金 4,537,640
投資その他の資産 401,771 利 益 準 備 金 96,342
投 資 有 価 証 券 192,855 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,441,298
長 期 前 払 費 用 28,326 別 途 積 立 金 1,499,500
繰 延 税 金 資 産 105,167 繰 越 利 益 剰 余 金 2,941,798
差 入 保 証 金 75,421 自 己 株 式 △17,915

評価・換算差額等 62,735
その他有価証券評価差額金 62,735

純 資 産 合 計 5,836,871
資 産 合 計 12,102,170 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,102,170
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2023年05月19日 16時45分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



33

損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,394,204
売 上 原 価 5,325,406

売 上 総 利 益 2,068,798
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,084,685

営 業 利 益 984,113
営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 7,513
紛 失 補 償 金 120,638
廃 棄 物 処 分 収 入 34,275
そ の 他 580 163,008

営 業 外 費 用
支 払 利 息 29,908 29,908
経 常 利 益 1,117,212
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 18,811 18,811
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 6,389 6,389
税 引 前 当 期 純 利 益 1,129,633
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 318,126
法 人 税 等 調 整 額 △21,782 296,343
当 期 純 利 益 833,290

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本
剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

その他利益剰余金
合 計

当 期 首 残 高 767,955 486,455 96,342 1,499,500 2,175,826 3,675,326 3,771,669 △17,822 5,008,256
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △67,318 △67,318 △67,318 △67,318
当 期 純 利 益 833,290 833,290 833,290 833,290
自己株式の取得 △92 △92
株主資本以外の
項目の事業年度中の
変 動 額 （純 額）

事業年度中の変動額合計 765,971 765,971 765,971 △92 765,879
当 期 末 残 高 767,955 486,455 96,342 1,499,500 2,941,798 4,441,298 4,537,640 △17,915 5,774,135

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 55,527 55,527 5,063,784
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △67,318
当 期 純 利 益 833,290
自己株式の取得 △92
株主資本以外の
項目の事業年度中の
変 動 額 （純 額）

7,207 7,207 7,207

事業年度中の変動額合計 7,207 7,207 773,087
当 期 末 残 高 62,735 62,735 5,836,871

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のも
の

…………………… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない
株式等

…………………… 移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品……………………………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

貸与資産…………………………… 賃貸用器具については、過去の実績に基づく見積耐用年数（５
年から８年）による定額法
なお、賃貸用器具の償却対象額は、購入年度別に先入先出法に
より集計しております。

社用資産…………………………… 建物並びに2016年４月１日以降に取得した構築物については、
定額法
その他については、定率法

（2）無形固定資産………………………… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込
利用可能期間（５年）に基づく定額法

（3）長期前払費用………………………… 定額法
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金…………………………… 期末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金…………………………… 従業員の賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計
上しております。

（3）退職給付引当金……………………… 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の
見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給
付費用の計算に自己都合期末要支給額から中小企業退職金共済
制度及び特定退職金共済制度より支給される額を控除した額を
退職給付引当金とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．収益及び費用の計上基準
収益の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（１）レンタル料
パレット等のレンタルサービスの提供については、レンタル契約期間を履行義務の充足期間として、契
約期間にわたり時の経過につれて履行義務が充足されるものであることから、当該履行義務が充足され
る契約期間にわたり収益を計上しております。

（２）プール料金
「パレットプールシステム」（同一のパレットを多くの顧客に共同・循環利用していただくことによって
物流の効率化を図るシステム）の利用対価であり、個々のパレットの貸出完了状況に応じて収益を認識
しております。

（３）ワンタイムチャージ
定額請求方式のレンタルサービスであり、想定するレンタル期間にわたり収益を計上しております。

（４）割賦販売
商品の引渡時に当該割賦販売に係る全ての収益及び利益を計上しております。

（５）商品販売・再製品販売
売買契約に基づく商品販売等については、当該商品を顧客に引き渡した時点で顧客が当該財に対する支
配を獲得し、当社の履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。

（６）利用運送収入・付帯事業収入
顧客からの依頼によるレンタルパレット等の配送や顧客が所有するパレットの洗浄サービス等について
は、そのサービスの提供が完了した時点で当社の履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しており
ます。
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５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法……………………… ① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている
ので、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ
ヘッジ対象：借入金

③ ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取
引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っ
ております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの想定元本、利息の受払条件（利子率、利息
の受払日等）及び契約期間がほぼヘッジ対象と同一であり、
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効
性評価を省略しております。

（会計方針の変更に関する注記）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）

貸与資産の回収不能見込額に係る損失
当社はパレットのプール運営企業であり、8,813,766千円の貸与資産を保有しておりますが、主力事業であ

る一貫パレチゼーションによるレンタル事業においては、顧客貨物の流通過程での貸与資産の所在を完全には
把握できず、全量の回収は困難であることから、事業上のリスクとして貸与資産の回収不能リスクがありま
す。
当社では、貸与資産管理に係る情報システムの整備、残高調査を通じて、貸与資産状況の継続的な実態把握

を行うとともに、過年度の流通実績や回収実績を収集しております。当該残高調査結果及びパレットの種類ご
との流通実績・回収実績に基づき、将来の回収不能見込額を23,004千円と算定し、貸与資産の帳簿価額から
減額するとともに、賃貸原価として処理しております。
なお、過年度の回収実績等に基づき信頼性をもって回収不能額を見積もっておりますが、過年度の回収状況

等から傾向が大きく変化する場合には、翌期の損益に影響します。

（会計上の見積りの変更に関する注記）

貸与資産の耐用年数の変更
当社が保有する貸与資産のうち、木製パレットの耐用年数は、当社が独自に当該資産の経済的耐用年数を見

積もって決定しております。木製パレットについては、従来耐用年数を5年として減価償却を行っておりまし
たが、過年度における木製パレットの修理基準の改定や未回収パレットの回収督促を強化したこと等により、
木製パレットの使用期間が従来よりも延びていることが判明し、2022年度を初年度とする中期経営計画の策
定を契機に改めて木製パレットの耐用年数を見積もった結果、6年間使用可能であることが明らかになったた
め、当事業年度の期首より耐用年数を6年に変更しております。
この結果、従来の耐用年数によった場合に比べて、当事業年度の減価償却費は372,488千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額増加しております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、感染収束による経

済活動の回復が見通せない状況でありますが、当社の事業上は、物流の2024年問題を目前に控え、パレット
による輸送への関心が大いに高まっていることを受けて、パレットレンタルは増収基調で推移するものと見込
んでおります。以上の見通しに基づき、収益全体としての影響は限定的であるとの仮定に基づき、会計上の見
積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の事業への影響が上記の仮定より長期化・深刻化した場合には、翌事業
年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産
貸与資産 1,158,657千円

上記に対応する債務
未払金 387,032千円
長期未払金 736,511千円

計 1,123,544千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,583,896千円
（うち貸与資産 11,927,813千円）

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 当事業年度末株式数

発 行 済 株 式 普 通 株 式 1,700,000株 ― ― 1,700,000株
自 己 株 式 普 通 株 式 17,040株 65株 ― 17,105株

２．配当に関する事項
① 配当金支払額

2022年６月24日開催の第50回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 67,318千円
・１株当たり配当額 40円
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月27日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
2023年６月23日開催の第51回定時株主総会において次のとおり付議致します。
・配当金の総額 67,315千円
・配当金の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 40円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月26日
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（税効果会計に関する注記）

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 12,723 千円
貸与資産 7,034 千円
退職給付引当金 5,609 千円
投資有価証券評価損 11,447 千円
資産除去債務 17,599 千円
減損損失 52,441 千円
減価償却費 6,420 千円
その他 29,285 千円
繰延税金資産小計 142,561 千円
評価性引当額 △13,036 千円
繰延税金資産合計 129,525 千円

繰延税金負債
有形固定資産（除去費用資産） △5,414 千円
その他有価証券評価差額金 △18,943 千円
繰延税金負債合計 △24,358 千円

繰延税金資産の純額 105,167 千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因
法定実効税率 30.6 ％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 ％
住民税均等割 1.7 ％
評価性引当額の増減 △6.3 ％
その他 △0.0 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2 ％
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、銀行等金融機関からの借入やセールアンド割賦バッ

ク取引により資金を調達しております。
営業債権である受取手形、レンタル未収金、売掛金、未収入金に係る顧客の信用リスクは、主要な取引先

の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財政状態の悪化等に
よる回収懸念の早期把握や軽減に努めることによりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主
として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヵ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金、割賦契約に基づく長期未払金は主に設備

投資に係る資金調達であります。長期借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されておりますが、
デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引で

あり、社内規程に沿った稟議決裁に基づき、実需の範囲で行うこととしております。なお、ヘッジ会計に関
するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針
に係る事項に関する注記「５．ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、「現金及び預金」、「受取手形」、「レンタル未収金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」及び「短期借入
金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、注記を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表
計上額 時価 差 額

（１）投資有価証券 192,855 192,855 ―
資産計 192,855 192,855 ―
（２）長期借入金（※1）
（３）長期未払金（割賦）（※2）

2,525,130
1,123,544

2,521,103
1,100,564

△4,027
△22,979

負債計 3,648,674 3,621,667 △27,006
（４）デリバティブ取引 ― ― ―
（※1）1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（※2）1年以内に期限が到来する長期未払金（割賦）を含んでおります。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 192,855 ― ― 192,855
資産計 192,855 ― ― 192,855

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 2,521,103 ― 2,521,103
長期未払金 ― 1,100,564 ― 1,100,564

負債計 ― 3,621,667 ― 3,621,667
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金並びに長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引前現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（自2022年4月1日 至2023年3月31日）

（単位：千円）

種類別 一時点で
移転される財

一定の期間にわた
り移転される財 合計

顧客との契約から生じる収益 499,157 1,022,831 1,521,989
プール料 ― 780,106 780,106
ワンタイムチャージ ― 242,725 242,725
割賦販売 630 ― 630
商品販売 173,343 ― 173,343
再製品販売 125,452 ― 125,452
利用運送収入 173,036 ― 173,036
付帯事業収入 26,694 ― 26,694

その他の収益 ― 5,872,215 5,872,215
レンタル料（注） ― 5,872,215 5,872,215

合計 499,157 6,895,046 7,394,204
（注）「その他の収益のレンタル料」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報

残存履行義務に配分した取引価格
当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれ
ていない重要な金額はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）

法人主要株主

属 性 会社等
の名称 住所 資本金

（千円）
事業の
内 容

議決権等
の 所 有
（被所有）
割 合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

法人主
要株主
の子会
社

日本通
運株式
会社

東
京
都
千
代
田
区

70,175,276 貨物自動車
運送事業

― 当社のパレッ
ト等のレンタ
ルを行ってお
り、当社パレ
ッ ト 等 の 運
送・保管・修
理等を行って
います。

当社パレット
等のレンタル 632,237 レ ン タ ル

未 収 金 101,207

当社パレット
等 の 販 売 38,034 売 掛 金 16,604

当社パレット
等 の 運 送 197,631 買 掛 金 39,507

当社パレット
等 の 修 理 7,947 買 掛 金 1,360

当社パレット
等 の 保 管 67,344 買 掛 金 12,415

当社レンタ
ルパレット
紛失に係る
紛失補償金
の 受 取

13,120 未 収 入 金 3,154

出向者の受入 出 向 社 員
給与の支払 183,334 ― ―

出 向 社 員
退職金負担 12,968 長期未払金 11,245

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）価格その他の取引条件は、他の一般取引先と同様であります。

紛失補償金については、他の一般取引先と同様に、その都度価格交渉の上、決定しております。
出向社員に対する給与の支払額は、出向元法人の給与相当額をもとに決定しております。
出向社員に対する退職金の負担額は、出向元法人の基準をもとに決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 3,468円35銭
２．１株当たり当期純利益 495円15銭

2023年05月19日 16時45分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



45

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年５月15日
日本パレットプール株式会社
取 締 役 会 御中

仰星監査法人
大 阪 事 務 所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 洪 誠 悟
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 稲 積 博 則

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本パレットプール株式会社の2022年４月１日

から2023年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
（会計上の見積りの変更に関する注記）に記載のとおり、会社は、当事業年度より有形固定資産の貸与資産の

うち木製パレットの耐用年数を変更している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第51期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、重点監査項目を設定し、原則として毎月
（年11回）開催の監査役会において各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査部その他
の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
支店において業務及び財産の状況を調査致しました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明致しました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、時には会計監査人の監査に同席し、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年（2005年）10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討致しました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月24日
日本パレットプール株式会社 監査役会

常勤監査役 吉 田 豊 ㊞
監 査 役 澁 澤 洋 ㊞
監 査 役 増 田 義 明 ㊞

（注） 常勤監査役吉田 豊、監査役澁澤 洋並びに監査役増田義明は、会社法第２条第16
号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内

会 場 大阪市中央区本町橋２番８号
大阪商工会議所 ４階 401号会議室

交 通 地下鉄 堺筋線・中央線 堺筋本町下車①⑫番出口より徒歩約10分
谷町線 谷町四丁目下車④番出口より徒歩約10分

お願い：当日はお車でのご来場はご遠慮願います。
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